
綾瀬市農業人材力強化総合支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱（平成２４年４月６日２

３経営第３５４３号農林水産事務次官依命通知。）及び新規就農者育成総合対策実施

要綱（令和４年３月２９日付け３経営第３１４２号農林水産事務次官依命通知）。以

下「実施要綱」という。）に基づき、本市が新規就農者に対して予算の範囲内におい

て交付する綾瀬市農業次世代人材投資資金（以下「資金」という。）について、神奈

川県農業人材力強化総合支援事業補助金交付要綱 (平成２４年８月３日付け就農第

７５号) 、神奈川県農業人材力強化総合支援事業実施要綱（平成２４年８月３日付

け就農第７６号。以下「県実施要綱」という。)及び綾瀬市補助金等に係る予算の執

行に関する規則（昭和５１年綾瀬町規則第１５号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「独立・自営就農」とは、次に掲げるものをいう。 

 (1) 農地の所有権又は利用権を有していること 

 (2) 主要な農業機械及び農業施設を自らが所有し、又は借りていること。 

 (3) 自らの名義で生産物、生産資材等を出荷し、又は取引をすること。 

 (4) 農産物等の売上げ及び経費の支出等の経営収支を自らの名義の通帳及び帳簿で

管理すること。 

  (5) 農業経営に関する主宰権を有していること。 

 （事業の内容） 

第２条の２ この要綱において事業の内容は次のとおりとする。 

(1) 経営開始資金 

県実施要綱第３第２項に掲げる事業をいう。 

(2) 経営発展支援事業 

県実施要綱第３第３項に掲げる事業をいう。 

（経営開始資金の対象者） 

第３条 経営開始資金の交付対象者（以下同条において「対象者」という。）は、次に

掲げる要件の全てを満たしているものとする。ただし、世帯員のみで構成される法



人以外の農業法人を継承するものを除く。 

(1) 独立・自営就農時の年齢が原則５０歳未満であり、次世代を担う農業者となる

ことについて強い意志を有していること。 

(2) 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条の４第１項に規

定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、資金の交付期間中

に同法第１４条の５第２項に規定する認定の取消を受けた場合及び同条第３項に

規定する認定の効力を失った場合を除く。 

(3) 農業経営の全部又は一部を継承する場合は、次のいずれにも該当すること。 

    ア 継承する農業経営に従事してから５年以内に継承して農業経営を開始する予

定とすること。 

    イ 交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行

い、新規参入者（土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者を

いう。）と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であるこ

と。 

(4) 農業経営基盤強化促進法第１４条の４第１項に規定する青年等就農計画及び農

業次世代人材投資資金申請が次に掲げる基準に適合していること。 

  ア 農業経営を開始してから５年後までに農業（農産物加工、直接販売等の関連

事業を含む。）で生計が成り立つ計画であること。 

  イ 当該計画の達成が実現可能であると見込まれること。 

  ウ 親族から賃借した農地が主である場合にあっては、新規作物の導入、経営の

多角化その他経営発展に向けた取組を行う計画であること。 

(5) 経営開始後５年以上経過している農業者と法人を共同経営する者でないこと。 

(6) 県実施要綱第２第５項に掲げる人・農地プランに中心となる経営体として位置

付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれていること（以下「人・農

地プランに位置づけられた者等」という。）。 

(7) 新規に資金の交付を受ける者は青年等就農計画の承認申請時において、継続し

て資金の交付を受ける者は第６条の規定による申請時において、前年の世帯全体

の所得が６００万円以下であること。ただし、６００万円を超える場合であって

も、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める

場合はこの限りではない。 



  (8) 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付を受けていないこと。 

(9) 県実施要綱第６の２に定めた日付け以降に農業経営を開始した者であること。 

(10) 国、県及び市の税金を滞納していないこと。 

(11) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気

象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施

工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。 

(12) 就農計画の農用地面積は、現時点で２反以上であり、原則として市内在住の新

規就農者であること。 

(13) 綾瀬市暴力団排除条例（平成２３年綾瀬市条例第９号）第２条第４号に規定す

る暴力団員等でない者 

（経営発展支援事業の対象者） 

第３条の２ 経営発展支援事業の交付対象者（以下同条において「対象者」という。

）は、次に掲げる要件の全てを満たしているものとする。ただし、世帯員のみで構

成される法人以外の農業法人を継承するものを除く。 

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則５０歳未満であり、次世代を担う農業者とな

ることについて強い意欲を有していること。 

(2) 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条の４第１項に規

定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、資金の交付期間中

に同法第１４条の５第２項に規定する認定の取消を受けた場合及び同条第３項に

規定する認定の効力を失った場合を除く。 

(3) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金（経営発展支援事業）承認（変更承

認）申請書（第２号様式）を添付したもの（以下、「経営発展支援事業計画等  」

という。）が次のいずれにも該当すること。 

 ア 農業経営を開始して５年後までに農業で生計が成り立つ計画であること。 

イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。 

(4) 農業経営の全部又は一部を継承する場合は、次のいずれにも該当すること。 

ア 継承する農業経営に従事してから５年以内に継承して農業経営を開始する

予定であること。 

イ 継承する農業経営の現状の所得、売上又は付加価値額を１０％以上増加させ

る、又は生産コストを１０％以上減少させる経営発展支援事業計画等であるこ



と。 

(5) 人・農地プランに位置づけられた者等であること。 

(6) 機械・施設の取得費用等について、交付対象者本人が金融機関から融資を受け

ること。 

(7) 市の税金を滞納していないこと。 

(8) 綾瀬市暴力団排除条例（平成２３年綾瀬市条例第９号）第２条第４号に規定す

る暴力団員等でない者。 

（経営発展支援事業の助成対象） 

第３条の３ 第２条の２第２号の経営発展支援事業の助成の対象となる事業内容は、

次に掲げる取組であって交付対象者が自らの経営においてそれらを使用するもので

あることとする。なお、個々の事業費は５０万円以上とする。 

(1) 機械、施設等の取得、改良又はリース 

(2) 家畜の導入 

(3) 果樹・茶の新植・改植 

(4) 農地等の造成、改良又は復旧 

（経営開始資金の交付金額及び期間） 

第４条 経営開始資金の額は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 交付期間１月につき１人当たり１５万円（１年につき最大１８０万円）とする。

ただし、市外在住は交付期間１月につき１人当たり１２．５万円（１年につき最

大１５０万円）とする。 

２ 前項の交付金額の対象となる者であって、市内に住居を賃借しているものは、前

項の交付金額に、住宅費の助成として限度額月５万円を併せて交付する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる条件を満たす

場合は、交付期間１月につき夫婦合わせて、前項の住宅費助成額を除く額に１．５

を乗じて得た額（１円未満は切捨て）を交付する。 

(1) 当該夫婦が家族経営協定を締結しており、共同経営者であることが書面により

定められていること。 

 (2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。 

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等であること。 

４ 交付額は、半年分又は１年分を単位とすることを基本とする。 



５ 交付期間は、最長３年間（経営開始から３年度目分まで）とする。 

 （経営発展支援事業の交付金額） 

第４条の２ 経営発展支援事業の額は、次に掲げるとおりとする。 

  (1) 補助対象事業費の上限額は、１，０００万円（経営開始資金の交付対象者の場

合は、５００万円）とする。 

(2) 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合は、夫婦合わせて、前号の補

助対象上限額に１．５を乗じて得た額を上限額（１円未満は切捨て）とする。 

  ア 当該夫婦が家族経営協定を締結しており、共同経営者であることが書面によ

り定められていること。 

  イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。 

  ウ 当該夫婦が家族経営協定を締結しており、共同経営者であることが書面によ

り定められていること。 

（サポート体制の整備） 

第５条 市長は、（経営開始資金及び経営発展支援事業の交付対象者をいう。以下同じ

。）対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、神奈

川県農業技術センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農

業委員会等の関係機関に所属する者及び中核的農業者等の関係者で構成するサポー

ト体制を構築するものとする。また、同体制の中から、対象者ごとに「経営・技術

」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者（以下「サポートチーム」とい

う。）を選任し、対象者の上記課題の相談先を明確にするものとする。 

２ 対象者が早期に経営を安定・発展させ、地域に密着していけるよう、サポート体

制の関係者は次に掲げる(1)及び(2)について、サポートチームは次に掲げる(3)につ

いて行うものとする。 

 (1) 青年等就農計画等作成への助言及び指導 

 (2) 青年等就農計画等の承認申請があった場合、その内容についての審査への参加 

 (3) 第１６条の就農状況の確認、助言及び指導 

（資金の承認申請） 

第６条 資金の交付を受けようとする者は、農業次世代人材投資資金（経営開始資金

）承認（変更承認）申請書（第１号様式）又は農業次世代人材投資資金（経営発展

支援事業）承認（変更承認）申請書（第２号様式）により、申請するものとする。 



（農業次世代人材投資資金申請の承認） 

第７条 前条の規定による申請があったときは、その内容について審査し、第３条又

は第３条の２に規定する資金の対象者に該当すると認めるときは、予算の範囲内で

農業次世代人材投資資金申請を承認する。この場合において、審査の結果を、農業

次世代人材投資資金（経営開始資金）審査結果通知書（第３号様式）又は農業次世

代人材投資資金（経営発展支援事業）審査結果通知書（第４号様式）により申請し

た者に通知する。 

２ 前項の審査に当たっては、綾瀬市農業再生協議会の意見を反映するものとする。 

（農業次世代人材投資資金の変更承認申請） 

第８条 前条第１項の規定による承認を受けた者（以下「受給者」という。）は、承認

を受けた農業次世代人材投資資金の申請内容を変更しようとするときは、その変更

について、農業次世代人材投資資金（経営開始資金）承認（変更承認）申請書（第

１号様式）又は農業次世代人材投資資金（経営発展支援事業）承認（変更承認）申

請書（第２号様式）により申請し、承認を受けるものとする。ただし、追加の設備

投資を必要としない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減その他の軽

微な変更の場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定により変更の承認申請があったときは、第７条の規定を準用する。 

（資金の交付申請） 

第９条 経営開始資金の受給者は、農業次世代人材投資資金（経営開始資金）交付申

請書（第５号様式）により、資金の交付を申請するものとする。この場合において

、交付基準日は毎年４月１日及び１０月１日とし、資金支払方法は半年分又は１年

分を単位で行うものとする。ただし、経営開始後１年を経過して申請したときは、

既に経過した年数分は交付の対象としない。 

２ 経営発展支援事業の受給者は、農業次世代人材投資資金（経営発展支援事業）交

付申請書（第６号様式）により、資金の交付を申請するものとする。 

（資金の交付決定） 

第１０条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容について審査し、

適当と認めたものについて、資金の額を決定する。この場合において、市長は、補

助に条件を付することができる。 

２ 市長は、前項の規定により資金の額を決定したときは、農業次世代人材投資資金



（経営開始資金）交付決定通知書（第７号様式）又は農業次世代人材投資資金（経

営発展支援事業）交付決定通知書（第８号様式）により通知するものとする。 

３ 規則第８条第１項の規定により申請の取下げのできる期日は、決定通知を受けた

日から１０日を経過する日までとする。 

 （資金の交付請求） 

第１１条 受給者は、農業次世代人材投資資金（経営開始資金）交付請求書（第９号

様式）又は農業次世代人材投資資金（経営発展支援事業）実績報告書兼交付請求書

（第１０号様式）により、資金の交付を請求するものとする。 

(資金の受給中止の届出) 

第１２条 経営開始資金の受給者は、資金の受給を中止するときは、受給中止届（第

１１号様式）を提出するものとする。 

 (資金の交付の中止) 

第１３条 受給中止届の提出があったとき又は受給者が次の各号のいずれかに該当す

るときは、資金の交付を中止又は休止する。 

(1) 第３条又は第３条の２に規定する対象者に該当しなくなったとき 

(2) 農業経営を中止し、又は休止したとき 

 (3) 就農状況報告期日までに提出しなかったとき 

  (4) 就農状況の確認により、適切な農業経営を行っていないと市長が判断したとき 

 (5) 実施要綱の別記２の第１０の３に規定する国が実施する報告の徴収又は立入調

査に協力しないとき 

  (6) 前年の世帯全体の所得が６００万円を超えた場合（その後、世帯全体の所得が

６００万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。）。ただ

し、当該所得が６００万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支

援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、交付を可能とする。 

（就農の休止届及び再開届） 

第１４条 経営開始資金の受給者は、病気、災害その他やむを得ない理由により就農

を休止するときは、就農休止届（第１２号様式）を市長に提出するものとする。 

２ 前項に提出する就農休止届を提出した受給者が就農を再開するときは、経営再開

届（第１３号様式）を市長に提出するものとする。 

３ 受給者（第６条第３項に規定する夫婦で農業経営を行う妻を除く）が妊娠・出産



又は災害により就農を休止する場合は１回の妊娠・出産につき最長３年の休止期間

を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することが

できるものとする。この場合、前項の経営再開届（第１３号様式）と合わせて第８

条の手続きに準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。 

（状況報告） 

第１５条 経営開始資金の状況報告は次に掲げる方法により行うものとする。 

(1) 経営開始資金の受給者は、交付期間中、毎年 1月及び７月の末日までにその直

近６か月の就農状況報告書（経営開始資金）（第１４号様式）を提出するものとす

る。 

   また、交付期間終了後５年間、毎年７月末及び１月末までにその直近６か月の

作業日誌（第１５号様式）を提出するものとする。 

 (2) 交付期間終了後５年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後１か

月以内に離農届（第１６号様式）を提出するものとする。 

(3) 経営開始資金の受給者は、交付期間内及び交付期間終了後５年間に氏名、居住

地や電話番号等を変更したときは、変更後１か月以内に住所等変更届（第１７号

様式）を提出するものとする。 

２ 経営発展支援事業の状況報告は次に掲げる方法により行うものとする。 

(1) 経営発展支援事業の受給者は、事業実施年度の翌年度から市が作成する経営発

展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年１月及び７月の末日まで

にその直近６か月の就農状況報告書（第１８号様式）を提出するものとする。た

だし、同条第１項第１号の規定により報告書を提出している場合は、本報告を行

ったものとみなす。 

(2) 経営発展支援事業の受給者は、実績報告後に就農する場合は、就農後１か月以

内に就農届（第１９号様式）を提出するものとする。 

(3) 交付期間終了後５年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後１か

月以内に離農届（第１６号様式）を提出するものとする。 

(4) 経営発展支援事業の受給者は、市が作成する経営発展支援事業計画等に定めた

交付期間内に氏名、居住地や電話番号等を変更したときは、変更後１か月以内に

住所等変更届（第１８号様式）を提出するものとする。ただし、１の(3)により住

所等変更届を提出している場合は、本報告を行ったものとみなすことができる。 



(5) 経営発展支援事業の受給者は、予定の期間内に事業が完了しない場合、事業の

遂行が困難となった場合又は本事業により導入した機械・施設等の耐用年数が残

存する間に使用が困難となった場合は、その旨を市長に速やかに報告すること。 

（就農状況の確認） 

第１６条 市長は、前条第１項第１号及び前条第２項第１号の規定による就農状況報

告書の提出を受けたときは、サポートチームと協力して受給者の経営状況と課題を

受給者とともに確認し、適切な指導を行うものとする。 

２ 前項の規定による確認は、就農状況確認チェックリスト（第２０号様式）により

、次のとおり行うものとする。 

 (1) 受給者への面談により、経営開始計画及び経営発展支援事業計画等の達成に向

けた取組状況を確認すること。 

(2) ほ場について、次に掲げる事項について確認すること。 

 ア 耕作すべき農地が遊休化されていないこと。 

 イ 農作物を適正に生産していること。 

 (3) 次に掲げる書類を確認する。 

  ア 作業日誌 

  イ 帳簿 

（資金の返還） 

第１７条 経営開始資金の受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各

号に定める資金を返還するものとする。ただし、病気、災害その他やむを得ない理

由があると認められたときは、この限りでない。 

(1) 第１３条各号のいずれかに該当した時点が、既に交付した資金の交付対象期間

であるとき 残りの対象期間の月数分（該当した月を含む。）の資金 

(2) 虚偽の申請、報告又は届出を行ったとき 資金の全額 

(3) 交付期間（休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。）と同期間、同程度

の営農を継続しなかったとき 営農を継続しなかった期間（月単位）を交付期間

（月単位）で除した値を交付済みの資金の総額に乗じた額を返還する。 

（資金の返還免除） 

第１８条 経営開始資金の受給者は、病気、災害その他やむを得ない理由により資金

の返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書（第２１号様式）により申



請するものとする。 

（返還免除申請の承認） 

第１９条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容について審査し、

その結果について、返還免除審査結果通知書（第２２号様式）により申請した者に

通知する。 

 

附  則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附  則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年８月３１日から施行する。 

 (経過措置) 

２ この要綱による改正前の綾瀬市新規就農者確保支援事業給付金交付要綱の規定に

基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。 

附  則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年７月２２日から施行する。 

附  則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 改正前の綾瀬市農業人材力強化総合支援事業補助金交付要綱の規定に基づき実施

している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。 

ただし、第１号様式から第２２号様式までについては、改正後の同要綱を適用す

る。 



第１号様式（第６条・第８条関係）

住所

氏名

２　農業を始めようと思った理由

３　「人・農地プラン」への位置づけ

□ 位置付けられてる

□

年 月 日 ～ 年 月 日

５　過去の研修等の経験(準備型交付期間)

年 月 日 ～ 年 月 日

６ その他　※１

生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付 □ 給付されている

□ 給付されていない

万円

前年の世帯船体の所得が６００万円を超えているにもかかわらず資金交付が
必要な理由（超える場合のみ記入）

備考

農業次世代人材投資資金（経営開始資金）承認（変更承認）申請書

年　月　日

位置付けられる見込み

４　交付期間(経営開始型)

１　メールアドレス

前年の世帯全体の所得

集落又は地域名等

 

 

 



添付書類

別添１　収支計画

別添２　誓約書

別添３　履歴書

別添４　離職票の原本(離職票が提出可能な場合)

別添５　経営を開始した時期を証明する書類(農地等の経営資産の取得時期

　　　がわかる書類等)

別添６　経営を継承する場合は、従事していた期間が５年以内である事を証明

　　　する書類(過去の経歴を証明する書類(就業証明書、卒業証明書、住民

　　　票(遠隔地に住んでいた場合)の写しなど)

別添７　農地及び主要な農業機械・施設の一覧及び契約書等の写し

別添８　通帳の写し

別添９　前年の世帯全員の所得を証明する書類（源泉徴収票、所得証明書等）

　　　　前年の世帯全体の所得が６００万円を超える場合は、必要に応じて

　　　　生活費確保の点から資金を必要とする理由欄に記載した事情の

　　　　裏付けとなる書類を添付

別添１０　身分を証明する書類（運転免許証、パスポート等の写し）
 



 



別添２

年 月 日

申請者 住　所

氏　名

　（宛先）　綾瀬市長

（生年月日：　　　　年　　月　　日）

誓　約　書

　私は、綾瀬市農業人材力強化総合支援事業補助金交付要綱の規定を遵守し、農業経営に励むことを誓約しま
す。
　なお、同要綱の規定により、当該資金の交付を停止され、一部又は全部を返還することについて異議はあり
ません。その際には、既に交付を受けた資金の一部又は全部を返還することを（※保証人の署名、捺印を添え
て）誓約します。

※
保証人　住所

　　　　氏名　　　　　　　　　　　　印

保証人　住所

　　　　氏名　　　　　　　　　　　　印

　　　　　（保証人氏名は自署すること。）

※保証人を立てる場合は記載する。なお、交付対象者が未成年の場合は、必ず保証人を立てること。

 



別添３

  １　氏名等

(ふりがな)

〒 －

〒 －

 (ふりがな)

１．男

２．女

  ２　家族構成

  ３　学歴等

年 月

履

歴 年  月

年　　月　　日

氏　　名

年齢 電話番号

住　　　所

生  年  月  日

免許・資格

学歴・職歴（各別に記入）

連絡先

性別

氏　　名

生　年　月　日

(ふりがな)

 続 柄

履　　歴　　書

住　所

 



 

 



５

６

７

８

家族経営協定を書面で締結している

４ 所得

①　所得目標が２５０万円又は継承する経営の直近
　所得から１割増の額のうちいずれか高い額（Ａ）
　となっている

②　所得目標が（Ａ）の額から２割以上増の額と
　なっている

③　所得目標が（Ａ）の額から４割以上増の額と
　なっている

農業版事業継続計画（ＢＣＰ）を策定している

データを活用した農業を実践する

農業経営を法人化する

　合計

※目標として行う項目（№３、４、７及び８）については、事業実施年度の４年後の年
度までに行うこととし、実施予定年度を併せて記載すること。

 

 

第３条の２第４項イの場合

２　事業概要

　　別添のとおり

　　事業着工（予定）　　　年　　月　　日

　　事業完了（予定）　　　年　　月　　日

目標とする取組 現状（　年） 目標（　年）

円

（割合　％）

円

（割合　％）

□　生産コストの１０％減少

□　売上の１０％以上増加

□　所得の１０％以上増加

□　付加価値額の１０％以上増加

 

 



３　メールアドレス

４　農業を始めようと思った理由

５　「人・農地プラン」への位置づけ

集落又は地域名等 □ 位置付けられてる

□

６　経営開始資金又は農業次世代人材投資事業（経営開始型）の交付の有無

７　就農準備資金又は農業次世代人材投資事業（準備型）の交付の有無

８　過去の研修等の経験

交付を　□過去に受けていた　□現に受けている
　　　　□受ける見込み　　　□受けない

交付を　□過去に受けていた　□現に受けている
　　　　□受ける見込み　　　□受けない

研修先 期間
　年　月　日～
　　　　年　月　日

位置付けられる見込み

※３以降については、経営開始資金の交付を受ける場合は、「第１号様式」を添付した
場合に記入等は不要とする。

 



綾瀬市長

１　決定区分

　　農業次世代人材投資資金（経営開始資金）承認申請を

２　承認しない場合の理由

第３号様式（第７条・第８条関係）

氏　名 住　所 備　考

　綾瀬市農業人材力強化総合支援事業補助金交付要綱 第７条・第８条の規定により
農業次世代人材投資資金（経営開始資金）承認申請の審査結果について次のとおり通
知します。

承認します　・承認しません

農業次世代人材投資資金（経営開始資金）審査結果通知書

　年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

 



綾瀬市長

１　決定区分

　　農業次世代人材投資資金（経営開始資金）承認申請を　

２　承認しない場合の理由

第４号様式（第７条・第８条関係）

　年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

氏　名 住　所 備　考

　綾瀬市農業人材力強化総合支援事業補助金交付要綱 第７条・第８条の規定により
農業次世代人材投資資金（経営発展支援事業）承認申請の審査結果について次のとお
り通知します。

承認します　・承認しません

農業次世代人材投資資金（経営発展支援事業）審査結果通知書

 



第５号様式（第９条関係）

　　　　　　　　　　年 月 日

住所

氏名

～

～

(ｲ)

　資金の振込口座

フリガナ

口座名義人

金融機関コード 支店コード

金融機関名 支店名

預金種目 口座番号

添付書類※

農業次世代人材投資資金(経営開始資金）交付申請書

　前年の世帯全体の所得を証明する書類（源泉徴収票、所得証明書、前年の所得証明書発行以前に交付申
請を行う場合は税務署等が受理した確定申告書の写し等）。前年の世帯全体の所得が６００万円を超える
場合は、生活費確保の観点から資金を必要とする理由を書面で提出するとともに、当該事情の根拠書類を
添付。

（宛先）綾瀬市長

　綾瀬市農業人材力強化総合支援事業補助金交付要綱第９条第１項の規定により農業次世代人材投資資金の交
付を申請します。
  また、資金の交付に当たり、市が保有する税務等の情報により、市税等の納税状況を確認することを承諾し
ます。
　なお、暴力団員でないことを確認するため、本様式及び綾瀬市農業人材力強化総合支援事業補助金交付要綱
第６条の規定により提出した農業次世代人材投資資金（経営開始資金）承認（変更承認）申請書に記載された
情報を神奈川県警察本部に照会することについて異議ありません。

※２　地方税法第２９２条第１項第１３号に定める「合計所得金額」から、被災による資金の交付休止期
　　間中の所得を除く額

□　給付されていない

今年の交付金額※３　（１５０万円）
　市内在住に限り３０万円を加える。
　さらに、市内に居住の賃借者に限り住宅費を助成する。

今回の交付申請額

交 付 期 間

今回申請する資金の対象期間

年　　月　　日

年　　月　　日

　
円

年　　月　　日

年　　月　　日

(ｱ)

生活費の確保を目的とした国の他の事業によ
る給付

　　　□給付されている

前年の総所得※１
　被災による資金の交付休止期間中の所得を除く額（※２）を記載

円

円

※１　本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母を世帯とする所得が６００万円以
　　下であること

※３　夫婦で受給している場合、この額の１．５倍を記載すること

 



第６号様式（第９条関係）

住所

氏名

　資金の振込口座

（宛先）綾瀬市長

金融機関コード

金融機関名

預金種目

支店コード

支店名

口座番号

農業次世代人材投資資金(経営発展支援事業）交付申請書

年　月　日　

　綾瀬市農業人材力強化総合支援事業補助金交付要綱第９条第２項の規定により農業次世代
人材投資資金の交付を申請します。
  また、資金の交付に当たり、市が保有する税務等の情報により、市税等の納税状況を確認
することを承諾します。
　なお、暴力団員でないことを確認するため、本様式及び綾瀬市農業人材力強化総合支援事
業補助金交付要綱第６条の規定により提出した農業次世代人材投資資金（経営発展支援事
業）承認（変更承認）申請書に記載された情報を神奈川県警察本部に照会することについて
異議ありません。

フリガナ

口座名義人

交付申請額 円

 



第７号様式（第１０条関係）

綾瀬市長

交付決定額　　金　　　　　　　　円

【交付決定額の内訳】

　合計 0

　負担区分 　金額（円）

　県補助金

　市町村費

　年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

農業次世代人材投資資金　(経営開始資金）交付決定通知書

　　　 年　　月　　日付けで交付申請のあった農業次世代人材投資資金　(経営開始
資金）交付申請書については、綾瀬市農業人材力強化総合支援事業補助金交付要綱第
１０条第２項の規定により次のとおり交付します。

 



第８号様式（第１０条関係）

綾瀬市長

交付決定額　　金　　　　　　　　円

　年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

農業次世代人材投資資金　(経営発展支援事業）交付決定通知書

　　　 年　　月　　日付けで交付申請のあった農業次世代人材投資資金　(経営発展
支援事業）交付申請書については、綾瀬市農業人材力強化総合支援事業補助金交付要
綱第１０条第２項の規定により次のとおり交付します。

 



第９号様式（第１１条関係）

住所

氏名

　資金の振込口座

農業次世代人材投資資金(経営開始資金）交付請求書

年　月　日　

（宛先）綾瀬市長

口座番号

フリガナ

口座名義人

金融機関コード 支店コード

　交付決定通知書の写

　農業人材力強化総合支援事業

　　年　月　日付交付決定のありました農業次世代人材投資資金について、綾瀬市農業人材
力強化総合支援事業補助金交付要綱第１１条の規定により請求します。

１　補助事業等の名称

２　補助金等の名称

３　補助金等の交付決定額

４　既交付額

５　今回請求額

６　未交付額（不用額）

７　添付書類

金融機関名 支店名

預金種目

　農業人材力強化総合支援事業補助金

円　

円　

円　

円　

 



第１０号様式（第１１条関係）

住所

氏名

農業次世代人材投資資金(経営発展支援事業)実績報告書兼交付請求書

年　月　日　

（宛先）綾瀬市長

　　年　月　日付交付決定のありました農業次世代人材投資資金について、綾瀬市農業人材
力強化総合支援事業補助金交付要綱第１１条の規定により請求します。

区分

事業に要した
経費

（A+B+C+D）

備考

負担区分

※　区分の欄は、支援により行った取組を記載する。
　（注）備考欄には消費税仕入控除税額を減額した場合には「減額した金額〇〇〇円」を、
　同税額がない場合は「該当なし」を、同税額がない場合は「該当なし」を、同税額が明ら
　かでない場合には「含税額」をそれぞれ記入すること。

国庫
助成金

(A)

都道府県
負担金

(B)

その他

(C)

自己負担

(D)

計

円 円 円 円

 



第１１号様式（第１２条関係）

年 月 日

　　　住　所

　　　氏　名   　　　　　　　　　

中 止 日 年 月 日

中 止 理 由

受　給　中  止  届

（宛先）綾瀬市長

　農業次世代人材投資資金の受給を中止しますので、綾瀬市農業人材力強化総合支援事
業補助金交付要綱第１２条の規定により中止届を提出します。

 



第１２号様式（第１４条関係）

年 月 日

　　　　住　所　　　　　　

　　　　氏　名　　　　　　　　　　　

年 月 日 年 月 日

添付書類
・母子手帳の写し（妊娠・出産により休止する場合）
・被災証明等被災が確認できる書類（災害により休止する場合）

休止理由及び再開
の見込み

就 　農　 休　 止 　届

　（宛先）綾瀬市長

　就農を休止しますので、綾瀬市農業人材力強化総合支援事業補助金交付要綱第１４条第１
項の規定により休止届を提出します。

休 止 予 定 期 間 ～

 



第１３号様式（第１４条関係）

年 月 日

（宛先） 綾瀬市長　　

　　　　　住　所　　　　　　

　　　　　氏　名　　　　　　　　　　

年 月 日 ～ 年 月 日

年 月 日

年 月 日 ～ 年 月 日

経 営 再 開 届

交 付 残 期 間

　就農を再開しますので、綾瀬市農業人材力強化総合支援事業補助金交付要綱第１４条
第２項の規定により経営再開届を提出します。

休 止 期 間

経 営 再 開 日

 



第１４号様式（第１５条関係）

年 月 日

住所

氏名

１　就農時期

年 月 日就農

２　営農実績報告

                    

就農状況報告（経営開始資金）

　（宛先）　綾瀬市長

　綾瀬市農業人材力強化総合支援事業補助金交付要綱第１５条第１項の規定により就農
状況報告を提出します。

作 物 ・ 部 門 名 作 付 面 積 (a) ・ 飼 養 頭 数 ( 頭 ) 等

経営開始　年目・交付開始　年目　前半・後半（　～　月分）
　　※「交付開始　年目」は、交付が終了した後は「交付終了後　年目」とする。

合 計

家

　
族

　
労

　
働

　
力

氏 名 年 齢 ・ 続 柄 等 年 間 農 業 従 事 日 数

雇 用 労 働 力 （人／日）
 



３　経営規模の報告

４　前年の総所得 (＊７月の報告の際のみ資金を除いた額を記載する)

  万円

５　農業経営基盤強化準備金（どちらかにチェックする。）

　　　

６　地域のサポート体制について

 相談実績又は今後相談したいことについて

７　報告対象期間における交流会への参加について（どちらかにチェックする。）

専属担当者
（営農資金）

専属担当者
（農地）

経 営 耕 地

区 分 面 積 （ a ）

所 有 地

　積み立てている

　積み立てていない

借 入 地

作 業 受 託

作 目 作 業 内 容 実 績

　参加した

　参加しなかった

　参加した回数 　　　　回

交流会の内容
（対象者、実施内容など）

※　農業者が、経営所得安定対策等の交付金を農業経営改善計画などに従い、「農業経営基
　盤強化準備金」として積み立てた場合、この積立額について、個人は必要経費に、法人は
　損金に参入できる制度。

氏名又は
職名

専属担当者
（経営・技術）

 



（「加入している」にチェックした場合は以下も記入する。）

９　計画達成に向けた今後の課題と改善に向けた取組

添付書類

　１　作業日誌の写し

　　　※　経営開始型の交付期間のみ添付する。
　３　通帳及び帳簿の写し
　４　農地及び主要な農業機械・施設の一覧、契約書等の写し

　５　農業経営改善計画又は青年等就農計画認定書の写し
　６　前年の世帯全体の所得を証明する書類（源泉徴収票、所得証明書等）

改善策
（課題解決に向けた改善

策を具体的に記入）

計画達成に向けた
課題

８　農業共済その他の農業関係の保険への加入状況について（どちらかにチェックす
る。）

　加入している

　加入していない

加入している農業共済等
の名称

改善策の取組状況等
（改善策の取組状況、結
果及び課題の解決状況を

具体的に記入）

　２　決算書及び確定申告時の青色申告決算書（白色申告者は、収支内訳書）の写し
　　（７月の報告の際のみ添付する。）

　　（２回目以降の報告の際は既に提出している契約書の写しは省略することができ
　　る。）※親族からの農地が主で独立・自営就農し、農地の所有権を移転した場合
　　は農地の契約書等の提出が必要。

　　　※　様式の２、３及び別添２の内容について、基盤強化法の基本要綱に基づく
　　　　農業経営指標による自己チェックを提出している場合は、そのチェック表を
　　　　添付することで、記載を省略することができる。

 



別添１

作業日誌

月 1 日

月 2 日

月 3 日

月 4 日

月 5 日

月 6 日

月 7 日

月 8 日

月 9 日

月 10 日

月 11 日

月 12 日

月 13 日

月 14 日

月 15 日

月 16 日

月 17 日

月 18 日

月 19 日

月 20 日

月 21 日

月 22 日

月 23 日

月 24 日

月 25 日

月 26 日

月 27 日

月 28 日

月 29 日

月 30 日

月 31 日

作 業 内 容 作 業 時 間

合　計  



別添２

（作目）

（作目）

（作目）

決　　算　　書（令和　年）

計 画 実 績 実 績 ／ 計 画
ａ ｂ b/a

経 営 規 模

農
　
業
　
収
　
入

経 営 規 模

生 産 量

売 上 高

経 営 規 模

生 産 量

生 産 量

売 上 高

売 上 高

その他

出 荷 販 売 経 費

計 画 実 績 実 績 ／ 計 画

ａ ｂ b/a

経 営 開 始 資 金

収 入 計 ①（資金を除く）

収 入 計 ②（資金を含む）

農
　
業
　
経
　
営
　
費

雇 用 労 賃

原 材 料 費

減 価 償 却 費

農 業 所 得 計 ④ ＝ ① ― ③

支 出 計 ③

総所得（資金含む）
②－③＋⑤

農 外所 得⑤

【参考】設備投資（内容、金額）

 



第１５号様式（第１５条関係）

年 月 日

住所

氏名

月 週

月 週

月 週

月 週

月 週

月 週

添付資料
・確定申告書類又は所得証明書の写し（７月の報告の際のみ添付する。）
・農地の一覧及び農地の権利設定の状況が確認できる書類（変更がある場
　合）

作 業 内 容 作 業 時 間

作業日誌（交付終了後　年目　前半・後半（　～　月分））

　（宛先）　綾瀬市長

　綾瀬市農業人材力強化総合支援事業補助金交付要綱第１５条第１項の規定により作業
日誌を提出します。

合　計

 



第１６号様式（第１５条関係）

年 月 日

住所

氏名

　　離農日

年 月 日離農

２　経営資産の売却日の証明書
３　生産物の最終出荷日がわかる伝票　等

１　廃業届

添付書類

離農届

　（宛先）綾瀬市長

　農業経営を中止し、離農しますので、綾瀬市農業人材力強化総合支援事業補助金交付
要綱第１５条第１項第２号（第２項第３号）の規定により離農届を提出します。

 



第１７号様式（第１５条関係）

                        　　     　　　　　　　　　
年 月 日

    　　　　　　　　　殿
（宛先）　綾瀬市長　

　住　所

　氏　名

                                                      

住　所　を
変更した日

住 所 等 変 更 届

　綾瀬市農業人材力強化総合支援事業補助金交付要綱第１５条第１項第３号（第２項第
４号）の規定により住所変更届を提出します。

変 更 後
住　　所 〒

電話番号

変 更 前
住　　所 〒

電話番号

　　　　年　　　　月　　　　日

 



第１８号様式（第１５条関係）

年 月 日

住所

氏名

１　成果目標の取組

２　第３条の２第１項第４号イの場合

就農状況報告（経営発展支援事業）

事業実施後〇年目（〇月分）

　（宛先）　綾瀬市長

　綾瀬市農業人材力強化総合支援事業補助金交付要綱第１５条第２項第１号の規定によ
り就農状況報告を提出します。

※実施済みの項目に〇を記載してください。また、選択していない項目に－を記載して
ください。

№ 項目 実施

①　圃場等に農作業の記録（施肥量、農薬散布
　量、作業時間等）を毎日つける

目標（　年）現状（　年）目標とする取組

円

（割合：　％）

円

（割合：　％）

□　所得の１０％以上増加

１

　合計

２ データを活用した農業を実践する

３ 農業経営を法人化する

②　①に加え、青色申告を実施する

③　②に加え、GAP認証（第三者認証）を取得す
　る

経営管理の
合理化

□　売上の１０％以上増加

□　付加価値額の１０％増加

□　生産コストの１０％減少
 



 

３　営農実績報告

                    

４　経営規模の報告

作 物 ・ 部 門 名 作 付 面 積 (a) ・ 飼 養 頭 数 ( 頭 ) 等

合 計

借 入 地

作 業 受 託

作 目 作 業 内 容 実 績

家

　
族

　
労

　
働

　
力

氏 名 年 齢 ・ 続 柄 等 年 間 農 業 従 事 日 数

※　３以降については、経営開始資金の交付を受ける場合は、「第１号様式」を添付
　した場合に記入等は不要とする。

雇 用労 働力 （人／日）

経 営 耕 地

区 分 面 積 （ a ）

所 有 地



５　地域のサポート体制について

 相談実績又は今後相談したいことについて

６　報告対象期間における交流会への参加について（どちらかにチェックする。）

（「加入している」にチェックした場合は以下も記入する。）

　加入していない

加入している農業共済等
の名称

氏名又は
職名

　参加した 　参加した回数 　　　　回

７　農業共済その他の農業関係の保険への加入状況について（どちらかにチェックす
　る。）

　加入している

　参加しなかった

交流会の内容
（対象者、実施内容など）

専属担当者
（経営・技術）

専属担当者
（営農資金）

専属担当者
（農地）

 



８　計画達成に向けた今後の課題と改善に向けた取組

※　経営開始型の交付期間のみ添付する。
３　通帳及び帳簿の写し
　
４　農地及び主要な農業機械・施設の一覧、契約書等の写し

計画達成に向けた
課題

改善策
（課題解決に向けた改善
策を具体的に記入）

改善策の取組状況等
（改善策の取組状況、結
果及び課題の解決状況を

具体的に記入）

（２回目以降の報告の際は既に提出している契約書の写しは省略することが
できる。）※親族からの農地が主で独立・自営就農し、農地の所有権を移転
した場合は農地の契約書等の提出が必要。

添付書類

１　作業日誌の写し
２　決算書及び確定申告時の青色申告決算書（白色申告者は、収支内訳書）
の写し（７月の報告の際のみ添付する。）

※　１回目の報告の際のみ添付する

 



別添１

作業日誌

月 1 日

月 2 日

月 3 日

月 4 日

月 5 日

月 6 日

月 7 日

月 8 日

月 9 日

月 10 日

月 11 日

月 12 日

月 13 日

月 14 日

月 15 日

月 16 日

月 17 日

月 18 日

月 19 日

月 20 日

月 21 日

月 22 日

月 23 日

月 24 日

月 25 日

月 26 日

月 27 日

月 28 日

月 29 日

月 30 日

月 31 日

作 業 内 容 作 業 時 間

合　計  



別添２

（作目）

（作目）

（作目）

計 画 実 績 実 績 ／ 計 画
ａ ｂ b/a

（　年目　　年　月～　年　月）
決　　算　　書

経 営 規 模

農
　
業
　
収
　
入

経 営 規 模

生 産 量

売 上 高

経 営 規 模

生 産 量

生 産 量

売 上 高

経 営 開 始 資 金

収 入 計 ①（資金を除く）

売 上 高

その他

農
　
業
　
経
　
営
　
費

原 材 料 費

減 価 償 却 費

収 入 計 ②（資金を含む）

計 画 実 績 実 績 ／ 計 画

出 荷 販 売 経 費

ａ ｂ b/a

農 外所 得⑤
総所得（資金含む）

②－③＋⑤

支 出 計 ③

【参考】設備投資（内容、金額）

農 業 所 得 計 ④ ＝ ① ― ③

雇 用 労 賃

 



第１９号様式（第１５条関係）

年 月 日

住所

氏名

　　就農日

年 月 日就農

・農地及び主要な農業機械・施設の一覧、契約書等の写し
・農業機械・施設を自ら所有し、又は借りていることが確認できる書類
・通帳の写し

就農届（経営発展支援事業）

　（宛先）綾瀬市長

　次のとおり就農しましたので、綾瀬市農業人材力強化総合支援事業補助金交付要綱第
１５条第２項第２号の規定により就農届を提出します。

添付書類



第２０号様式（第１６条関係）

就農状況確認チェックリスト

　　　　　確認対象者住所：

　　　　　確認対象者氏名：

　　　　　確認者所属・名前：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　確認日：　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　農業次世代人材投資資金　（経営開始資金）　交付の有無　　　　　　　　　　　　　　　有　　　　　　　・　　　　　　無

　　　　　就農状況報告対象期間：

 

 



１　交付対象者への面談用 （これまでの状況について聞き取って下さい。）

ア　経営開始計画達成に向けた取組状況

③計画どおりに進んでいない場合は、その理由と改善策について以下に聞き取る。
[理由]

[改善策]

　ａ　経営規模について
①計画どおりの規模で経営している　　・　　②概ね計画どおりの規模で経営している

　　③計画どおりに進んでいない。

 



③計画どおりに進んでいない場合は、その理由と改善策について以下に聞き取る。
[理由]

[改善策]

　ｂ　生産量について

[作物（畜種）名：　　　　　　　　　　　　　　　　]
①計画どおりの量を生産している　　・　　②概ね計画どおりの量を生産している

　　③計画どおりに生産できていない

[作物（畜種）名：　　　　　　　　　　　　　　　　]
①計画どおりの量を生産している　　・　　②概ね計画どおりの量を生産している

　　③計画どおりに生産できていない

[作物（畜種）名：　　　　　　　　　　　　　　　　]

①計画どおりの量を生産している　　・　　②概ね計画どおりの量を生産している

　　③計画どおりに生産できていない

 



③計画どおりに進んでいない場合は、その理由と改善策について以下に聞き取る。
[理由]

[改善策]

　ｃ　売上高について

[作物（畜種）名：　　　　　　　　　　　　　　　　]
①計画どおりの売上を計上している　　・　　②概ね計画どおりの売上を計上している

　　③計画どおりの売上げを得られていない。

[作物（畜種）名：　　　　　　　　　　　　　　　　]
①計画どおりの売上を計上している　　・　　②概ね計画どおりの売上を計上している

　　③計画どおりの売上げを得られていない。

[作物（畜種）名：　　　　　　　　　　　　　　　　]
①計画どおりの売上を計上している　　・　　②概ね計画どおりの売上を計上している

　　③計画どおりの売上げを得られていない。

 



２　ほ場（現地）確認用 （確認期間中の状況について記載して下さい。）

ア　耕作すべき土地が遊休化されていないか

イ　農作物を適切に生産しているか

適切に生産されていない土地がある。（管理が不十分で雑草が生い茂っている土地がある。）　　・　　作付期間外である

遊休化されている土地はない　　　・　　　概ね遊休化されている土地はない　　　・　　　遊休化されている土地がある

作付期間外である

適切に生産されている　　　・　　　概ね適切に生産されている　　　

 

 



３　書類確認用 （これまでの状況について記載して下さい。）

ア　農業従事日数

イ　帳簿の管理状況

４　総合所見

　　　　　　　　　　　　　　　　日、　　　　　　　　　　　　　　　時間

適切に帳簿をつけている　　・　　帳簿をつけているが、一部、記帳されていないものがある　　・　　帳簿をつけていない



第２１号様式（第１８条関係）

年 月 日

（宛先） 綾瀬市長　　

　　　　住　所　　　　　　

　　　　氏　名　　　　　　　　　　　

　農業次世代人材投資資金の返還の免除を受けたいので、綾瀬市農業人材力強化総合支
援事業補助金交付要綱第１８条の規定により返還免除申請書を提出します。

返還免除を申
請する理由

返還免除申請書

 



第２２号様式（第１９条関係）

綾瀬市長

１　決定区分

　　交付金の返還を免除することを　承認します　・承認しません

２　承認しない場合の理由

　年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

返還免除審査結果通知書

　綾瀬市農業人材力強化総合支援事業補助金交付要綱第１９条の規定により交付金
の返還免除について審査をした結果、次のとおり通知します。

 


